
（参考）監督処分の内容 
 
１． 再発防止策（１０電力会社共通） 
 
 

10 電力会社からの報告を踏まえ、不適切事案の再発防止を徹底するため、以

下の措置を電力会社に命じる。 
① 水利使用に係る適正性の確認体制の整備 

組織横断的かつ責任の所在が明確となる体制を１か月以内に構築し、各年

度ごとに当該確認体制の実効性を報告すること。 
 ② 河川法令の遵守意識の徹底 

各年度ごとに、研修等の実施計画を策定し、前年度の実施状況を合わせて

報告すること。 
 ③ 河川法令手続きに係る事前相談の徹底 

不適切事案の再発防止と河川管理者との意思疎通の確保のために、事前相

談を徹底するとともに、工事計画、工事実績、工事履歴、報告データに係る

測定予定表等を国土交通省に報告すること。 
④ 定期的な自己点検の実施 

外部専門家を含めた体制により再発防止策が適切に実施されているか否か

等について自己点検の上、国土交通省に定期的（原則５年間ごと）に報告す

ること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



２． 重大な違反事案に対する処分 
 
（１）河川法第２３条関係（流水の占用の許可） 
 
① 東京電力㈱ 塩原（ｼｵﾊﾞﾗ）発電所 栃木県 

 【事案の概要】 

貯留は湛水時のみとする水利使用許可に違反し、初期湛水を開始した平成

５年以降、浸透水分を補充するため違法に取水し貯留を続けた。違法取水量

は累計で少なくともダム有効貯水容量の 10 倍を超え、かつ、下流利水者が取

水制限中の期間（平成６年、平成８年、平成 13 年）も違法取水を続け、さら

にこれら事実を隠ぺいするために報告データの改ざんを行っていた。 

【処分】許可取消 

大量の違法取水を行い、かつ、水利権が形骸化（取水は初期湛水時のみ）

しているため、水利権を取消す。発電を再開しようとする場合、１年以内に

浸透水防止対策と新たな許可申請を求め、発電再開後３年間は、浸透水防止

対策の効果検証のため、１か月／年の使用停止とする。 

 
 ② 関西電力㈱ 川合（ｶﾜｲ）発電所 奈良県 

 【事案の概要】 

川迫（ｺｳｾ）ダム及び４渓流から取水して発電を行っているが、昭和 15 年

の運転開始以来、４渓流からの取水が許可量に満たない場合、川迫ダムから

超過取水する等違法取水を行っていた。さらに、平成 10 年には取水口毎の取

水量報告が義務付けられたにもかかわらず、超過取水の実態を明らかにしな

いまま、水利使用の許可を受け、平成 10 年から平成 17 年の間においてはか

かる事実を隠ぺいするため取水量報告のデータを改ざんしてきた。 

【処分】許可内容の変更 

５つの取水口のうち、取水量の適正な管理ができていない川迫ダムの取水

口からの取水分を減量する。川迫ダムからの取水による発電を再開しようと

する場合、適正な取水量管理のための是正計画と新たな許可申請を求め、許

可取得後１年間は検証期間として、取水量の測定・報告の頻度を上げる。 

 

③ 関西電力㈱ 栃生（ﾄﾁｳ）発電所 滋賀県 

 【事案の概要】 

通水能力不足により許可最大取水量までの取水ができず、許可取水量の一

部について、遊休水利権化していたにもかかわらず、当該事実を隠ぺいし、

遊休化していないかのような虚偽の申請により昭和 52 年に許可更新を受け

た。 

【処分】許可内容の変更 

虚偽の申請により、施設能力を超えて許可を受けている取水量分を減量す

る。許可内容の変更後１年間は検証期間として、取水量の測定・報告の頻度

を上げる。 

 

 



（２）河川法第２６条関係（工作物の新築等の許可） 

 
① 東京電力㈱ 小武川（ｺﾑｶﾜ）第三発電所 山梨県 

【事案の概要】 

河川法第 26 条第１項の許可を得ずに、上来沢川（ｶﾐｸﾘｻﾞﾜｶﾞﾜ）ダムについ

て、ダム堤体を貫通する排砂管の付替という大規模改築工事を行った。さら

に、ダム定期検査においてもその事実を隠ぺい（図面、工事履歴）していた。

また工事の施行管理の記録も不十分であり、ダムの安全性の確認ができてい

ない。 

【処分】施設の改築 

無許可の堤体の大規模改築により安全性が確認できない上来沢川ダムにつ

いて安全性確保のための是正計画を策定し、当該計画を踏まえた改築に係る

法に基づく申請を行うことを命じる。また、安全性が確認されるまでの間、

同ダムの使用停止を命じる。さらに、今後 10年間をダム管理の適正性の検証

期間とし、第三者による点検を行い、その結果を報告する。 

 

② 北陸電力㈱ 中宮（ﾁｭｳｸﾞｳ）発電所 石川県 

 【事案の概要】 

河川法第 26 条第１項の許可を得ずに、中宮ダムについて、ダム堤体上の管

理橋ピアの根本部分の補強工事を行った結果、流下断面を阻害している。 

【処分】施設の改築 

中宮ダムについて、当初の流下断面を確保するよう施設改築を命じる。ま

た、改築が完了するまでの間、同ダムの使用停止を命じる。今後 10年間をダ

ム管理の適正性の検証期間とし、第三者による点検を行い、その結果を報告

する。 

 

③ 北陸電力㈱ 中地山（ﾅｶﾁﾔﾏ）発電所 富山県 

④ 北陸電力㈱ 市ノ瀬（ｲﾁﾉｾ）発電所 石川県 

 【事案の概要】 

河川法第 26 条第１項の許可を得ずに、取水堰堤の嵩上げ工事等を行った結

果、同堰堤の安定性に問題が生じている。 

【処分】施設の改築 

取水堰堤について、安定性を確保するよう施設改築を命じる。また、改築

が完了するまでの間、同取水堰堤の使用停止を命じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）報告データ関係 
 
ⅰ）ダム堤体の安全性に係るデータ 
① 北海道電力㈱ 瀬戸瀬発電所（武利（ﾑﾘ）ダム、変位量等）北海道 

 ② 東北電力㈱ 新水ケ瀞発電所（水ケ瀞（ﾐｽﾞｶﾞﾄﾛ）ダム、揚圧力等）山形県 

 ③ 東京電力㈱ 玉原発電所（玉原(ﾀﾝﾊﾞﾗ)ダム、変位量）群馬県 

 ④ 東京電力㈱ 安曇発電所（奈川渡(ﾅｶﾞﾜﾄﾞ)ダム、揚圧力）長野県 

 ⑤ 東京電力㈱ 水殿発電所（水殿（ﾐﾄﾞﾉ）ダム、揚圧力）長野県 

 ⑥ 東京電力㈱ 切明発電所（野反（ﾉｿﾞﾘ）ダム、変位量等）長野県 

 ⑦ 中国電力㈱ 俣野川発電所（土用(ﾄﾞﾖｳ)ダム、変位量等）岡山・鳥取県 

 ⑧ 電源開発㈱ 沼原発電所（沼原(ﾇﾏｯﾊﾟﾗ)ダム、変位量）栃木県 

 【事案の概要】 

ダムに関し、水利使用規則で報告を求めている堤体の安全性に関わるデー

タを長期間にわたり改ざんした。 

【処分】第三者による堤体の安全性点検等 

ダムの適正管理のための点検、職員研修等を内容とする自己点検計画を策

定し、国土交通省に提出するよう命じるとともに、今後 10年間を検証期間と

し、第三者による堤体の安全性点検を行い、その結果を報告する。 

 
ⅱ）取水量上限設定プログラム（リミッター）関係 

 【事案の概要】 
水利使用規則において取水量の報告を求めているにも拘わらず、許可最大

取水量以上の取水があった場合にも許可最大取水量以内として記録するとい

う不適切なプログラムを設置した。 

現時点で未解除の会社：東北電力㈱、中部電力㈱、関西電力㈱、中国電力

㈱、電源開発㈱ 

 【処分】早期解除等 

プログラムの早期解除と解除までの間の取水量報告の適正性確保のための

措置等を内容とする是正計画の提出等を命じる。 
 
＊ 上記（１）、（２）及び（３）ⅰ）の 15 事案については、各事案の経緯・内

容について関係公共団体及び関係河川使用者に対する説明とその結果報告

をあわせて命じる。 
 


